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模倣される民族芸術
アメ リカ先 住民 族 ホ ピの ジ ュエ リー を事 例 と して

伊藤敦規

抄録　　 ア メリカ合衆 国南西部 のア リゾナ州 に保留地 を有す るアメ リカ先住民族 ホ ピが

制作 する銀製 のジュエ リーは、 オーバ ー レイ と呼 ばれる制作技法 とホ ピらしいモ チーフ

をもとに した図案が特徴 的である。本稿 は、今 日商 品 としてグローバ ルに展 開す る彼 ら

の ジュエ リーを対象 としたい くつか の 「模倣 品」 を例証す る とともに、特定 の作家名や

ホ ピ製を偽称す る行為 に対す るホ ピの作家や政府 の対応 を検討す るこ とを 目的 とす る。

Summary----Hopi, a federally recognized Native American Tribe in Arizona is 

famous for their silver jewelry making. Hopi jewelry is well known as "Hopi style", 

which is the combination of overlay technique and particular designs. However, those 

characters have been reproduced by non-Hopi people and to be sold as Hopi jewelry 

in the global market. With several figures, this study will illustrate some typical 

characteristics of "imitation Hopi jewelries" and then will describe the approaches 

how Hopi artists and the Tribe are tackling this issue.

は じめに　　問題の所在

　近年マスメディアを通して、食品加工会社

による食材や生産地の偽装や、欧米や日本企

業の商品やブラン ド名が不正にコピーされて

いる問題 をしばしば耳にする。故意に商品の
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 かた

成分を偽 り、生産者やブランド名を騙 ること

で消費者を欺 く行為は、私たちが関心 をよせ

る民族芸術の分野 において も無縁ではない。

本稿では、筆者がこれまで関わってきたアメ

リカ合衆国の先住民族ホ ピ(Hopi)が 制作

するジュエ リーを事例 として、ホピ製を騙っ

た偽装品の諸特徴を提示するとともに、模倣

品の製造や偽装品販売に対す るホピ側の主張

を紹介することを目的とする。

1.ア メ リカ先住民族ホピ

　旧ルー ト66が東西を横断す るアメリカ合衆

国南西部のアリゾナ州は、世界遺産に登録 さ

れているグラン ドキャニオンをはじめ とす る

自然観光資源や娯楽施設が州内に多数存在す

るため、全米および国外か ら来訪する多 くの

人々にとって魅力的な州の一つになっている。

また同州は、カリフオルニア州、オクラホマ

州に続き合衆国内で第三番 目にアメリカ先住

民人口が多い州 として も知 られている(阿 部

2005:34)。 本稿で注 目するホ ピの多 くはこ

うした土地柄のアリゾナ州北東部に位置する

ホ ピ保留地内で生活 している。

　ホピとはホピ語で 「平和の民」を意味する

自称的民族名であ り、現在アメリカ合衆国政

府か ら承認(注1)さ れている約500の アメ

リカ先住民族集団の一つである。2000年 に行

われた国勢調査 によると、 ホピの人口は約

1万1000人 で、そのうち約9000人 が保留地内

に暮 らしている。約247万 工一 カー(埼 玉県

と群馬県の合計面積 に相当)の ホピ保留地は、

標高1600か ら2000メ ー トルの高地に位置する。

その気候は年間降雨量300ミ リメー トルに満

たない半砂漠気候である。こうした厳 しい 自

然環境中で農耕文化 とそれに関する複雑な神

話 ・儀礼体系を継承 してきたホピは、現在で

もクラ ンが管理す る土地で農作物 を栽培 し、

年間を通 して様々な儀礼 を執行 している。

　儀礼や言語 といった、民族集団 としての紐

帯 を支える重要な文化的要素の衰退を一般的

に抱 える合衆国内のアメリカ先住民族集団の

中で、ホピは今 日で も比較的強固に伝統や儀

礼、親族組織 を保 ち続 けている集団である。

しか し、キ リス ト教への改宗や学校教育の

強制を強いた19世 紀後半か らの 「強制同化政

策」、20世 紀前半か らの 「インデ ィアンのた

めのニューディール政策」 と呼ばれる トライ

バル政府 自治推奨政策、第二次世界大戦後の

「連邦管理終結政策」な どのアメリカ合衆国

(注1)承 認 とは、「当該 トライブが合衆国政

府 と公式の関係(合 衆国憲法の通 商条項 と条

約 条項に基づ く関係)を 有す る政治主体で あ

るこ との認定」 を意味する。1司時 に 「被承 認

トラ イブが 白治権 や連邦法 にもとつ くサ ービ

スの受給資格 を有する こと、 条約や行政命 令、

連邦法や判例 で保 証された諸権利が 認め られ

る」 ことを意味す る(鵜 月2000:243)。
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(注2)ホ ピ保留 地内 におけ る経 済活動 の拠

点 となるのがギ ャラリーであ る。2007年12月

現 在、保留 地内には19軒 のギ ャラ リーが存在

した。 ギャラ リーでは仕入れ担 当者が作家の

持参 した作 品の完 成度や品質、作 家の知名度

などを基準 として買い取 り価格 を決め、合意

に達す ると現 金や小切手で対価 を支 払 う。 ホ

ピ保留地 内のギャラ リーで売買 されている ア

ー トの小売価格 の相 場は、比較 的単価 が安価

なジ ュエ リーで数 千 円か ら数十 万 円、 カチ

ー ナ人形や 土器 ・陶器になる と数万 円か ら数

十万 円が平均 的である。有名作家 の大作 に な

ると100万 円以上 の値が付 け られる もの もあ

る。 なお、1999年 のホ ピ ・アー トの年 間売上

高 は7,631,667米 ドル(約9億1580万 円)と

見積 もられ ていた(Rhodesl999)。

政府主導の 「対 インデ ィアン政策」 を経るこ

とで、他 の集団同様伝統的な生活様式 も否応

なく変容 されることとなった。また、合衆国

政府の 「対インディアン政策」を起因とする

伝統的生活様式の変容に伴い、近代的生活様

式が徐々に普及 していくホピ保留地内には西

欧型の貨幣経済システムが浸透 してゆき、今

日では現金収入の確保が 日常生活 を営む上で

避けられない。

　 ホピの中には雇用機会を求めてアリゾナ州

内の都市部に移住する者や、毎 日数時間の通

勤時間をかけて自動車で近郊都市へ働 きに出

る者が存在する。他方、最寄 りの近郊都市か

ら約100キ ロメー トル も離れているホピ保留

地内での就労機会はごく限 られている。安定

した収入を得 られる就業形態 としては、まず

ホピ ・トライバル政府関連機関での就労があ

る。ホピ ・トライバル政府 とは、合衆国政府

によって州政府 とほぼ同等の権限を保障され

た、ホピ保留地内での司法 ・立法 ・行政 を司

るホピの 自治政府であ り、1930年 代半ばか ら

始まった 「インディアンのためのニューディ

ール政策」下で合衆国政府の承認 を受け発足

したアメリカ先住民族自治政府の一つである。

同政府関連機関には上記 した各機関の他に警

察、消防、刑務、医療、公教育機関などがあ

り、それらで総勢数百人程度の雇用機会を生

み出している。 この他 に固定給を得 られるの

は、合衆国管理の郵便局業務職の他に、村落

や個人が経営す る食料品店や飲食店、 アー

ト・ギャラリーといった小売店でのパー ト労

働のみである。それぞれの規模は小 さく、 も

っとも大 きな食料品店でも従業員は10名 程 し

かない。 こうした安定的な収入 を得 られる者

や、個人企業主 としてコンサルタント会社や

アー ト・ギャラリーを起業する極めて少数の

者を除き、保留地居住の成人のほとんどは失

業状態にある。現金を獲得する手段 はアー ト

販売 しか残 されていないのである。

　ホ ピが制作す るアー トは多様である(図

1)。 乾燥 したホ ピの大地に雨 と生命力をも

た らす カチーナ(Kachina)と 呼ばれる超 自

然的存在をモチーフとして、ハコヤナギの根

を彫 り天然顔料やアクリル絵の具で着色 した

カチーナ人形、保留地近郊で採取 した粘土や

粕薬を使用 した土器や陶器、草木染め したユ

ッカの葉を編んだか ご細工、同 じく草木染め

した羊毛を編んだ織物やキル トといったテキ

図1　 ホ ピが制作 する各種 アー トを描いた絵画(ニ ール ・デ イヴィッ

　 　 ド ・シニア作、複製、筆者所有、撮影)

スタイル、色鉛筆やアクリルお よび油絵の具

を用いた平面絵画、そ して銀製のジュエリー

などがある。作家はこれらアー トを儀礼時や

親族関係者の祝事などに贈与 ・交換する目的

で制作する場合 もあるが、大部分は保留地内

外のギャラリー(注2)に 卸すほか、合衆国

各地で開催 されるアメリカ先住民族 アー トシ

ョー会場で消費者に直接販売することを念頭

において制作 している。

2.ホ ピのジュエ リー

　 商品として制作された各種 アー トは、後述

す るようにしばしば非ホピによる模倣の対象

となる。被模倣行為の対象 となる頻度の高い

ものにはカチーナ人形やジュエ リーなどがあ

るが(Pearlstone　 2001)、 本稿では紙数の関

係上 ジュエリーについてのみ言及する。

　 今 日ジュエ リー制作 を行 うアメリカ先住民

族は、ホピ、ズニ、サ ント・ドミンゴ、イス

レタなど合衆国南西部のプエブロ諸民族とナ

ヴァホが著名である。これら諸民族の作品は

総称 として 「インデ ィアン ・ジュエ リー」と

呼ばれ、制作技法 と使用す る素材や図案の組

み合わせで構成される作品の外見上の特徴 に

より、 トライブ名が冠 された 「様式(style)」

に分類 されることが多い(伊 藤2007a)。 もち

ろん作家が必ず しも帰属する民族集団に典型

的な様式に則 ったジュエ リーを制作するわけ

ではなく、各 トライブ様式はあ くまでも総称

としての意味を有することを断ってお く。

　ホピ様式を構成する特徴的な制作技法はオ

ーバー レイ(overlay)で ある。その工程を

以下に記 してみる。二枚の銀板 を用意 し、そ

の一枚にフリーハン ドか原版を参照 して図案

を起 こし、糸鋸で描写部分を切 り抜 く。透か

し状 になった銀板 をもう一枚の銀板 に重ね、
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 きんろう
二枚の銀板 をガスバーナーと銀鐘 を用いて溶
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たかね

接する。冷却後、凹面に塾や釘、金属用カッ

ターなどで細かな線を刻み(テ クスチャー加

工)、 そこに硫酸などの化学薬品を流 して銀
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 き　め

を硫化 させ黒色化させる。最後に肌理の異な

る数種類の布を取 り付けた研磨機で凸面の硫

化部分 を磨きあげると、白と黒のコントラス

トが 目を引 く作品が完成する。

　 ホ ピが作 り出す ジュエ リーの主要な素材

は銀であるが、14金 や トルコ石、珊瑚、ラピ

ス ・ラズリ、象牙といった稀少石 ・稀少金属

を施 した作品 も存在する。極度に抽象化され

た図案には、熊や太陽、 トウモロコシといっ

たクラン ・シンボルや保留地近郊に生息する

動植物 をは じめ、プエブロ(Pueblo)と 呼

ばれる住居、カチーナなど 「ホピらしさ」を

表象するモチーフが選ばれることが多い。ま

た、キヴァ(kiva)と 呼ばれる地下の宗教施

設に描かれた壁画や、近郊の合衆国南西部の

諸遺跡から出土 した土器に描かれていた幾何

学模様 も頻繁に川い られる(注3)。

　 ホピが制作す るジュエ リーの特徴 として

ホールマークも挙げておこう。ホールマーク

(hallmark)と は主 に作品の裏面 に刻印する

作者のサ インのことである。ホールマークは

塾に似 た金属製の棒の先端 に施 されてお り、

それをハ ンマーで打 ちつける。刻印部分の大

きさは5mm四 方程度である。使用中の疲弊

や損失のために新たな図案のホールマークに

切 り替える者や、亡 くなった親族関係者か ら

相続 して使用する者 も稀に存在する。だが通

常、特別な理由がない限 り一人につき一つの

ホールマークを所有 し使用 している。そのた

めコレクターやバイヤーは作品の制作者 を確

定する手段 としてホールマークをしばしば参

照する。参照元 となるホールマークのデータ

ベースは研究者によって書籍 としてまとめ ら

れてお り、これまで数冊が 出版 されている

(Wright2000;Schaaf2003;Wright2003)o

　ホピのジュエ リー制作の歴史は比較的浅い。

そもそ も金属加工技術 自体一世紀ほど前に近

隣のズニから伝播 した ものである。1930年 代

以降の 「インディア ンのためのニューディー

ル政策」や第二次世界大戦後の復員軍人法 と

いった合衆国政府による経済的援助と、ホピ

の技術指導者による技術普及に向けた尽力を

背景 と してオーバー レイという技 法がホピ

に広 まったのは1950年 代であった(Wright

2003)。1960年 代か ら現在にいたるまで、少
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数ではあるがホピ様式に固執することなくナ

ヴァホ様式や ズニ様式 を併用 して作 品を制

作するホピの作家や、 トゥファ ・キャス ト

(tufa　cast)と い うホピ保留地内の一定の場

所か ら採掘 される花闘岩を鋳型 として利用す

る新たな制作技法を考案する者 も現れている。

　今 日 「ホピ様式」 としてしばしば範躊化 さ

れる非伝統的な来歴 を有す るホピのジュエリ

ーは、合衆国南西部やホピ保留地 を訪れた観

光客が土産物 として購入するばか りか、全米

各地や西欧、日本のコレクターやバイヤーが

まるで宝探 しで もするかの ように、 ギャラ

リーやアー トシ ョー会場 にて特 定の作家の

作風 やホールマー クの有無 を確 認 しなが ら

作品を購入する(伊 藤2007b)。 なお、後述

する模倣品が販売 される 日本市場は、今 日、

ホ ピ ・ジュエ リーの世界的市場 の一一つであ

り、2006年 現在で400軒 以上の店舗が存在す

る(lto2005;伊 藤2006)。

3.ホ ピ ・ジュエ リーの 「模倣」の諸相

　観光商品、コレクターの収集対象物、 さら

に転売用の商品 といった様々な商業的価値 を

有 し、それゆえ需要の高いホピ製のジュエリ

ーは、 しば しば非ホ ピによる模倣 の対象 と

なる。そ う した模倣 品は、制作者 を偽装 し

た 「ホピ製(made　 by　Hopi)」 お よび特定の

作家名 を伴 った商品、 さ らに非ホ ピが製造

したことを明確 にした上で 「ホピ風(Hopi

type)」 や 「ホピ ・ス タイル(Hopi　 style)」

として販売されている。

　 ここではそうした 「模倣」事例 をい くつか

提示 したい。なお、前述 したとお り、ホピの

中には自身で考案 した図案の原版 を使用 して

いる者 もいる。非ホピによる模倣事例 との差

異を明確 にす るため、 ホピ作 家に よる 「複

製」 と、ホピ作家間での図案の模倣事例 も含

めて紹介する。

①　ホピ作家による 「複製」と、父か ら子へ

の原版の継承(図2、 図3)

　 1922年 に生 まれたA氏 は、2007年 現在現役

最高齢のホピのジュエリー作家である。図2

は彼が数十年前 に制作 し、現在で も使用 し続

けている図案の原版である。A氏 に限 らずホ

ピの作家の多 くはこうした原版を幾つか所有

している。だが、必ずしも全ての作品制作時

に使用 しているわけではない。 というのは、

(注3)さ らに近 年で は、 イルカや鯨 といっ

た海洋生物や 、象やパ ンダなどアメ リカ大陸

に生息 していない動物 も図案 と して使 用 され

る ことがあ る。 この よ うな図案の多様 化は、

作 家個人の発想 に起因 してい るだけではな く、

日本人 をは じめ とするバ イヤ ーか らのオー ダ

ーが影響 している(伊 藤2007c) 。



バ イヤーの中には原版を閲覧 した後にその図

案 を用いたジュエリーの制作を依頼する者 も

いるが、オーダー内容が全て原版のサ イズに

適合するわけではないか らである。図3は 実

際に筆者が原版を見せてもらった後に、A氏

に制作 を依頼した作品である。原版を利用 し

て図案を複製する事例である。 また、高齢の

A氏 は自身の原版を息子が使用することを認

めてお り、彼の図案が世代 を超えて継承 され

ている。

図2　 A氏 所有のジュエ リー用図案の原版(A氏 の許可を得て筆者撮影)

② 親族関係者間にみ られる、技術習得のた

めの図案の模倣(図4、 図5)

　 図4(上)は ホピ作家B氏 作、図4(下)は

ホピ作家C氏 作のブレスレットである。それぞ

れの作品の中央にはプレイヤーフェザー(祈 り

の羽根)を 首か らぶら下げた熊がモチーフと

なっている(図5)。 この他にも類似する図案

がほぼ同 じ構図で配置されている。筆者 はこ

れら二作品をそれぞれの作家宅で直接購入 し

た。たまたまB氏 の作 品を購入 したときにC

氏の作品を所持していたため、両作品の類似

性の理 由を尋ねてみた。B氏 によると、　C氏

が作った図4(下)は 彼の作品を参照 して制

作 したものだという。両者は同じクランに属

してお り、B氏 はC氏 にとって母方のオジに

あたる人物である。母系制のホピ社会ではエ

ゴが男性の場合、母の兄弟が儀礼に関する知

識や しつけを厳 しく教育する忌避的存在であ

り、同時に両者が比較的近 しい年齢にある場

合には生活上の苦悩や相談などを打 ち明ける

冗談関係もみられる。B氏 はC氏 よりもジュエ

リー制作経験が長いため、しば しばC氏 から

教えを請われることがあるという。B氏 はC氏

の作品について 「ホピの問では技術の習得の

ための親族関係者間での 『模倣』はしば しば
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひょうせつ

行われており、それは特定の作家作品の剰窃

とはいわない」 と説明 した。後 日C氏 に図4

(上)を 見せて両作品の類似性を聞いたところ、

B氏 とほぼ同様の回答が得 られた。

図3　 図2を 使用してA氏 に制作してもらったフレスレット(筆 者所有、撮影)

図4　 ホ ピ作家B氏 作(上)とC氏 作(下)の ブレス レッ ト,、両者の図

　　　案 と構図に類似性がみられる(全 て筆者所有、撮影)

図5　 ブ レスレット中央部の熊の図案はサイスもほほ同 じであった

　　　 (全て筆者所有、撮影)

③ 非親族関係者による図案の剰窃(図6)

　ホピの作家問では無許可で図案の剰窃が行

われることもある。図6(右)は 作家D氏 が

2005年 に制作 したボロタイであ り、ホピ保留

地内のギャラリーで筆者が購入 した。このギ

ャラリーは、店頭販売に加えて上質の在庫商

品のい くつかをホームページで も販売するこ

図6　 ホ ピ作家D氏 作(右)の ボロタイこヒ坑作 匠)VJヘ ノタノ ト

　 　 (全て筆者所有、撮影)

とでバイヤーに知られている。同作品もウェ

ブ上に掲載されてお り、購入後しばらく画像

が削除 されることはなかった。図6(左)は

ボロタイ購入後半年程経った頃に合衆国のイ
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図7　 合衆国のインターネット・オークシ ョン ・サ イ トで落札 した四つ

　　　の作品。それぞれの制作者 は不明(全 て筆者所有、撮影)

図8　 書籍に掲載されたホピの作家作品の模倣事例(全 て筆者所有、撮影)

ンターネ ット・オークション ・サ イトに出品

されていたものである。商品説明文に記 され

た作 家名はD氏 ではな くホピのE氏 であ っ

た。そ してE氏 の顔写真 と共に彼のホールマ

ーク画像も掲載されていた。なお、出品者は

E氏 本人ではなく、非ホピが営むホピ保留地

近郊都市のインデ ィアン ・ジュエリーの小売

店であった。 この店舗はしばしば作家E氏 の

作品を同サイトに出品しているが、それらの多

くが過去に他店のホームページに掲載 されて

いた特定のホピ作家の作風や図案に酷似 して

いた。図6に 挙げた二点はボロタイとペ ンダン

トで形状が異 なるが、本体の鷲の部分は構図

や図案の細かな点まで極 めて似ている。これ

がホームページ上の掲載画像 をコピーしたも

のか否かの確証はないが、少なくともD氏 は

「自分の作品の図案が、E氏 か出品した店舗に

不正にコピーされた」 とみなしていた。D氏 と

E氏 は居住村落が異 なるため日常的な交流は

なく、また父方母方共にクランも異なるため親

族関係にはあたらない。D氏 は 「自分が考案

した図案やその組み合わせが他のホピの作家

に模倣 されることは、自分が一人前のデザイ

ナーとして認められたことを意味するある種の

名誉だ」 と述べる一方で、「いくら同じホピと

はいえ考案者の許可無 く不正 にコピーするこ

とは作家 として恥ずべき行為である。まして

我 々のジュエ リーを転売することで収入を得

ている専門店が関与 しているならば法的手段

を用いた解決 も辞さない」と激 しく非難した。

凶9　 膏紺に掲載 され㌃示ヒの作琢作晶の俣倣畢例 曳宝(皐 有月r哨、撮影ノ

図10鋳 物で製造されたと思われる右目部分の不自然な線(筆 者所有、撮影)

④ 制作技法 と特定作家作品の模倣(図7、

図8、 図9、 図10)

　 これまで挙げてきた三つの事例は、ホピの

関与が明らかな 「複製」および許可 ・無許可

の 「模倣」行為であった。 ここか らは非ホピ

による模倣事例をい くつか紹介する。図7は

どれも③で述べたオークション・サイトで筆者

が落札 したものである。出品者はいずれ も異

なるが、オークションの説明文にはどれ も制

作者名が付 してありホピ製が明記されていた。

図7(左)を 除 く三作品にはホールマークが

刻印されていたが、いずれ も過去に出版され

たホールマーク集には掲載 されていなかった。

図7(上)と 図7(右)は 左右対称であるが、

図7(下)と 図7(左)と 同様 に図案 と構図

が非常に似ている。実はこれらの原作 と思わ

れるホピの特定作家の作品が過去に出版され
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図11日 本のインデ ィアン ・ジュエリー専門店製のオリジナル ・ブラン ド(上)と

　　　ホピ作家F氏 の作品(下)(全 て筆者所有、撮影)

図12　 日本のインデ ィアン ・ジュエ リー専門店による手作

　　　業のオーバーレイ技法によって制作 された作品

　　　(筆者所有、撮影)

図13　 ホールマークは刻印されていない(筆 者所有、撮影)

図14　 特定作家作品の図案 とホールマークの剰窃例(全 て筆者所有、撮影) 図15図14の 裏面。左 には日本のインデ ィアン ・ジュエリー専門店の商標

　　　が刻印されている。中の刻印は、右のG氏 のホールマークと酷似 し

　　　ている(全 て筆者所有、撮影)

図17　 図14中 と右のホールマーク。ホールマーク集を参照

　　　 しても両者の区別は難しい(全 て筆者所有、撮影)

ufs都 内のインデ ィアン ・シュエリー専門店で購入 したホ

　　　ピのホールマークを想像 させる彫金用のスタンプ

　　　(筆者所有、撮影)

図16都 内のジュエリー卸売店で販売 されていたメキシコ産の 「ホピ風」ジュエリー

　　　(筆者撮影)

たホピ ・ジュエ リーの写真作品集に掲載され

ていた(図8、 図9)(Bassman1993:1;

Wright1998:top)。 図7(上)は 書籍の掲

載写真を模 して手作業で図案を起こしたもの

と考えられる。その他の三点はサイズや掲載

写真 と図案が左右 に反転 している点から判断

すると、掲載写真 を トレース もしくはコピー

機で複写 したものを用いて図案を起こし、図

7(右)と 図7(下)は レーザー カッ トし

た銀板 をオーバーレイで、図7(左)は 鋳物

技法で製造 した ものであると推測できる。図

7(右)と 図7(下)の 工程の判断の根拠 は、

通常手作業で曲線部分を糸鋸で切 り出す時に

現れる微妙な凹凸が一切無 く非常に鋭利であ

ること、そ して作品の側面に二枚の銀板を張

り合わせた場合に現れる線が確認できること

である。 また図7(左)に 関 しては、モチー

フの顔の部分にカッ トした銀板をオーバーレ

イで接合する場合には現れるはずのない繋 ぎ

目が確認で きること(図10)、 さらに作品の

下部の銀板の厚みを測定 した時に不統一の結

果が表れたことである。書籍 に掲載 された有

名作家作品の図案を剰窃 した事例、そ して制

作技法を偽ることでホピ様式 に特徴的なオー

バー レイ作品であることを騙る事例である。

⑤ 出所 の は っ き り した 合 衆 国 国 外 製 の 模 倣

品(図11、 図12、 図13、 図14、 図15、 図16、

図17、 図18)

　 図11(上)は 日 本 のA社 製 の ベ ル ト ・バ

ッ ク ルで あ る 。 素 材 と技 法 は そ れ ぞ れ 銀 で は

な くニ ッケ ル 合 金 、 オ ー バ ー レ イで は な く鋳
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物製であると日本語で明記 してあった。A社

はこの商品を自社の 「ホピ ・ス タイル」オリ

ジナル ・ブラン ドとして販売 している。原産

国表示や素材表示がなされているが、 この

バ ックルに使用 されている鷲の図案が図11

(下)に 示 したホピのジュエ リー作家F氏 の

ものに酷似 している。

　 A社 に限 らず 自社のオリジナル商品として

売 り出されるものの中には、オーバーレイ技法

を用いた手作業で制作されるもの もある。図

12は 日本国内のインディアン ・ジュエリー専門

店の経営者が店内の工房にて手作業で制作 し

た銀製のペンダントである。彼は、「従来イン

ディアンに著作権 という考えは存在 しなかっ

た」という独 自の論理を展開し、ホールマー

クこそ刻印 しないものの(図13)、 自身が制作

した作品を自社製のオリジナル 「ホピ製ジュ

エ リー」として数年間にわたって制作 ・販売

し続けてきた。彼の言うところの 「ホピ製」と

はオーバーレイ技法とホピらしいモチーフの組

み合わせのことを指す場合の他に、書籍等に

掲載されているホピの特定作家作品の図案を

流用して自身が完成させた作品を 「ホピ作家

○○氏作」、「ホピ製」として販売す る明 らか

に消費者を意図的に欺 く場合とがあった。

　特定作家作品の図案を剰窃 して故意に 「ホ

ピ製」 を騙 る偽装事例 として図14を 挙げよ

う。図14(左)、(中)共 に 日本国内の専 門

店(B社 、C社)が 販売していた もので、図

14(左)の 裏 面に はB社 の商標 が、図14

(中)の 裏面 にはホピの特定作家のホールマ

ー クに酷似 したス タンプが刻 印されていた

(本稿ではB社 の匿名性 を保 つため に図14

(左)に 付 されているB社 の商標 に加工 を施

している)(図15)。B社 の販売責任者 は以

下のような商品説明 をした。「オーバーレイ

が特徴的なホピ製ジュエリーは高価で消費者

がなかなか購入しない。自社はメキシコ国内

にキャス ト(鋳 物)製 造する工場をもってい

るので、そこに図案を送 り、後 日完成 した作

品を日本に逆輸入 して販売 している。自社で

は外見上オーバー レイ技法に似た作品であれ

ば 『ホピ製」 として販売 している」。B社 が

行っているような国外工場での大量生産は特

に稀な例ではなく、近年ではメキシコ製、タ

イ製、フィリピン製、日本製の 「ホピ風」ジ

ュエリーが合衆国内や 日本国内市場 などで販

売 されている(図16)。

134

　図14(中)は 制作技法 と図案に加 え、裏

面のホールマークの図案も剰窃 された事例で

ある。模倣の対象になっているホピ作家G氏

に図14(左)と(中)を 確認 して もらった

ところ、「おそ らく数年前に(保 留地近郊の)

ギャラリーに卸 した作品が コピーされたのだ

ろう。ち ょうどそれらの原作 となったペ ンダ

ントを今 もっている。これは作家本人が売る

のだか ら真正な作品だ」 といって図14(右)

を見せて くれた。 もちろんこの作品には彼の

ホールマークが刻印されてお り、図14(中)

に付されたマークに くらべ若干サイズが異 な

り、図柄 も多少異なっていた(図17)。 ホー

ルマーク自体が偽装 された事例はホピ作家か

ら噂 としてたびたび耳にしてきたが、筆者 は

図14(中)の 例 しか確認 していない。ただ、

合衆国や 日本国内の彫金専門の素材販売店や

大型の雑貨販売店の工芸販売コーナーでは、

しばしば既製品のホールマークが販売 されて

いる。図18は 都 内のインデ ィアン ・ジュエ

リー専門店兼彫金用素材販売店で購入 したも

のである。ホピの一般的なホールマークより

も一回 りほどサイズが大 きいが、頻繁に作品

のモチーフとして使用される、ホピが描 く雨

雲を想起させ る図案が施 されている。

4.「 模倣品」に対するホピからの対応

　前述 した具体例の多 くは、「A(搬 送体)

はB(メ ッセージ)を 表す」 という関係 にお

ける、Aが ホピ様式やホールマーク、　Bが ホ

ピ製やホ ピの特定作家製に対応する。 この場

合、ホピ製はホピ様式から隠喩的に表 される

だけであ り、ホピ様式はホピ製 を確証する関

係にはないのである。ホールマークの場合は

参照可能な書籍が出版 されているが、それす

らも偽装の対象 となっているため作家 を照合

する場合の目安にしかならない。市場に 「偽

装品」が氾濫するのは、一部の販売者がこれ

らの関係を混同させることで、「ホピらしい」

ものを欲す る潜在的な消費者を満足 させよう

としているためなのだ(注4)。

　 こうした作 り手 ・売 り手 ・買い手の論理 と

は別に、作品を制作 し続 けることで現金収入

を得 るホピ作家の多 くは、非ホピによる模倣

品の製造 と販売を脅威 として捉 えている。彼

らは、観光客の購買意欲は安価 な模倣品に移

り、専門的知識を有するバイヤーやコレクター

でさえも図14(中)で 紹介 したような偽造ホ

(注4)こ の様 な関係性 において民族 芸術が

売 買されることは、観光 人類 学の分野 で繰 り

返 し述べ られてきた。例えばカナ ダ ・イヌイッ

トのアー トの歴史的 な発展 を紹介 した齋藤は、

「買い手に とって 重要な点 は、品物が 『イヌイ

トらしい』 ということで、 どこで作 られたかと

い うことだ けでな く、歴 史を無視 して買い手

が勝 手 に想 像す るところの 『本物』 らしさが

求め られ」た、 としている(齋 藤1993:96)。



(注5)現 在国連 等の国 際機関が 「先住民 族

の伝 統的 知識 」や 「先 住民 族の 遺 産」 とい

った先住民 の集団的権利(collective　 rights)

の法的保護 にむけた議論を行 って いる。 伝統

的知識の 一つ とされる民 族芸術 は、 親族 や ク

ラン、民族集団 などで 「共有」 され ている と

考え られてい る図案 や制作技 法等か ら構 成 さ

れるために、集団的権 利 として位置づ け られ

ている。ただ し、集 団的権 利は国際的 には現

行法制度Lで 保護 されてお らず、原理的 に個

人的権利(individual　 rights)に 基づ く制作

者個人の著作権や 商標権 と意匠権(登 録済 み

の場 合)の みが知的財産 と しての保護対象 と

なる(大 澤2002;高 倉2000)。

(注6)故 意 に違 反 した者 は 「初 犯 の場 合、

個 人であれば25万 米 ドル以下 の罰金か5年 以

内の懲役 、 もしくはその両 方が処 され、複数

人であれ ば100万 米 ドル以下 の罰金が 処 され

る。 再犯の場 合、個 人であ れば100万 米 ドル

以下 の罰 金か15年 以内の懲役 、 もしくはその

両方 が処 され、複数 人であ れば500万 米 ドル

以 下の罰 金」 が刑 事罰 として定 め られてい る

(U.S.C18,--59)。

(注7)「 ホピ ・トラ イバ ル政府が 定めてい る

ホ ピ成 員規定 」は1937年 制定 の 『ホ ピ憲法

(CONSTITUTION　 AND　 BY-LAWS　 HOPI

TRIBE　 ARIZONA)』 の第2条 「成 員」第1

節で 以 ドの ように定め られて いる。a)1936

年1月1日 の時点 で 「ホ ピ ・トライブ人口調

査名簿(census　 roll　of　the　Hopi　Tribe)」 に

明記 されてい る全ての 者。b)1936年1月1

日以降 に出生 した全 ての子供で、両 親 ともホ

ピ ・トラ イブの 成員で ある者。c)1936年1

月1日 以降 に出生 した全ての子供で 、母 親が

ホ ピ ・トライブの成 員で、父親はそ の他 の ト

ライブの成員で ある者。d)次 節 で規定す る

ホ ピ ・トライブへ養取 された全ての者。

一ルマークが刻印された作品の真贋判断は不

可能であり、そのために本来彼 ら作家が得 る

べ き経済的利益が模倣者に収奪 される、と考

えている。こうした認識は、図2、 図3、 図4、

図5で 説明 したホピの親族関係者間での複製

や技術習得のための模倣行為に対す る寛容な

姿勢 とは明らかに異 なる。ホピの作家の中に

は事の成 り行 きを傍観するだけの者もいるが、

彼 らの多 くは様々な対応策を講 じて現状 に向

き合っている。

　 ホピ ・ジュエリー作家個人による対応策に

は以下に挙げるようなものがある。まず、オ

ーバーレイ技法 にこだわ らない新たな技法の

考案 と改良に努めること、原版を用いずに全

てフリーハ ンドで図案 を起 こすこと、そ して

作品に高額の稀少石を付すことで鋳物 による

コピーを防止するなどの対応である。技術や

図案、素材 といった作品の形態上 に表現す

る 「一点 もの」 としての特徴を、消費者や閲

覧者 にアピールす る方法である。こうした対

応は、1950年 代以降のホピ問へのオーバー レ

イ技法の普及に対する作家の創造的表現様式

の出現 としても捉えることもできよう。次に、

主に1990年 代以降の比較的新 しい傾向として、

作品と共に提供する作家情報の充実化がある。

例えば作 品の裏面に刻印するホールマークの

他に制作年月日や作家の氏名、著作権を表す

◎マークを刻印する者が増加 している(伊 藤

2007a)。 さらに作品に作家直筆の真正性保証

書を付属 して提供する者、作品のポー トフォ

リオを作成 して過去の制作作品を管理する者

が現れるようになってきた。最後に、少数で

はあるが、外部か ら訪れる身元の不明なバ イ

ヤーをはじめ保留地内外のギャラリーにさえ

も作品提供 を止める作家が数名いる。彼 らは、

アー トショー会場での直接販売 とオーダー受

注のみに専念することで、制作作品の流通経

路の管理を図 り、「不正 コピー商品」の出所

を突 き止めようと試みている。

　ホピによる対応は、これら個々の作家によ

る自身の個人的権利 を擁i護する動向の他に、

ホピ ・トライバル政府主導のものもある。後者

の場合、合衆国連邦法への依拠や、ホピが集

団的 ・伝統的に継承 してきた文化や伝統とい

った集団的権利(注5)の 側面を強調する対

応がみられる。

　ホピ ・トライバル政府が依拠する連邦法は

「インデ ィァ ン美術工芸法1990(lndian　 Arts

&Crafts　 Act　 l990:以 下IACAI990と 略 称)」

で あ る。1990年 に 制 定 さ れ た 同法 は(施 行 は

1996年)、 合 衆 国 国 内 に お い て ア メ リ カ先 住

民 族 製 の ア ー トの 制 作 者 に 関 す る 不 実 表 示 を

伴 う 販 売 行 為 を 犯 罪 と し て 取 り締 ま る こ と

を趣 旨 と し て い る(注6)。IACAI990条 文

内 で 定 め られ た ア メ リ カ 先 住 民 族 ア ー トの

「真 作 」 基 準 は 、 「『イ ン デ ィア ン(lndian)』

ま た は 、 『イ ンデ ィア ン ・トラ イ ブ(lndian

tribe)」 、 も し く は 「イ ンデ ィ ア ン 美 術 工 芸

組 織(lndian　 arts　and　 crafts　organization)」

に よ っ て 制 作 さ れ た もの 」 に 該 当 す る 。 条

文 内 で い う 「イ ンデ ィ ア ン」 と は、 「『イ ンデ

ィア ン ・ トラ イ ブ』 の 成 員 で あ る あ ら ゆ る個

人 」 の こ と で あ り、 「イ ンデ ィア ン ・ トラ イ

ブ」 と は 、 連 邦 政 府 も し くは州 政 府 に よ っ て

ア メ リ カ 先 住 民 族 と して 承 認 され た 集 団 の こ

とで あ り、 そ の トラ イバ ル 政 府 に 登 録 して い

る 者 が 制 作 し た 作 品 が 「真 作 」 と な る の で

あ る 。 ホ ピの 場 合 に あ て は め て み る と、 「ホ

ピ ・トラ イ バ ル政 府 が 定 め て い る ホ ピ成 員 規

定 に 適 合 す る者 」(注7)以 外 が 制 作 し た も

の は連 邦 法 上 「贋 作 」 と判 断 さ れ る 。

　 なお 、IACA1990制 定 と同 年 の1990年 に は 、

「ア メ リ カ 先 住 民 遺 物 保 護 返 還 法(Native

American　 Graves　 Protection　 and　Repatriation

Act:以 下NAGPRAと 略 称)」 が 合 衆 国 議 会

で 可 決 さ れ 制 定 さ れ た 。 ホ ピ ・トラ イ バ ル

政 府 は そ の 動 き に合 わ せ 、NAGPRAの 下 で

全 米 各 地 の 博 物 館 や 専 門 機 関 が 収 蔵 す る 文

化 的 遺 物 や 遺 骨 の 返 還 業 務 とい った 「外 交 交

渉 」 を行 う機 関 と して 文 化 保 存 局(Cultural

Preservation　 Office:以 下CPOと 略 称)を1989

年 に 設 立 した 。 多 くの ホ ピ の 作 家 は 、 確 か に

博 物 館 な どに 収 蔵 され た 過 去 の 遺 物 の 返 還 業

務 の 重 要 性 を 認 め つ つ も、 現 在 の 自分 た ち の

生 活 に 直 結 す る現 金 収 入 へ の 脅 威 と して の模

倣 品 問 題 を よ り身 近 で 重 要 な 案 件 と して 捉 え

て い た 。 彼 らはCPOがIACA1990を 担 当 す る

合 衆 国 政 府 機 関 との 連 絡 業 務 を積 極 的 に 行 っ

て い くこ とや 、 トライバ ル政 府 に よる ホ ピ ・ア

ー トの 商 標 登 録 化 と適 切 な管 理 業 務 な ど を求

め て い た。 実 際 にCPOが ア ー トの 模 倣 問 題 に

関 し て 行 っ て きた こ とは 、IACAI990の 条 文

や 要 約 を 記 したパ ンフ レ ッ トを保 留 地 内 の一 部

の ギ ャラ リー に 配 布 した こ と、CPOの ホ ー ム

ペ ー ジや ホ ピ ・ トラ イ バ ル 政 府 が 発 行 す る 新

聞 の 紙 面 、 そ して ア リ ゾ ナ 州 各地 で 開 催 され
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るアメリカ先住民族アー トショー会場などを

媒体 として、「知的財産権侵害」や 「文化へ

の侵害行為(cultural　 violation)」、フォーク・

ロアをもじった 「フェイク ・ロア(fake　 lore)」

といった言葉を用いて、非ホピ成員の模倣者

に警鐘を投げかけることで、ホピ成員規定に

該当する者の権利の正当性を主張 したことで

ある。ホピの作家個人の営利活動について政

府 として主体的 に介入す ることを躊躇 した

CPOの 対応 は(Kuwanwisiwma2001)、 多 く

のホピ作家が期待 していたような市場管理や

商標登録、さらに訴訟を起こした場合の原告

側への協力といった積極的な働 きかけには応

じておらず(Takala　 n/d)、 偽装品製造者や

消費者に向けた教育活動に限定している。そ

のためCPOは 現在ホ ピの多 くの作家か ら失

望のまなざしを向けられてお り、偽装品問題

に対するホピ内での効果的な統一見解は得 ら

れていない(注8)。

5.考 察

　 流通 システムや情報通信が 日に日に発展 し

ていく現在において、モノ、人、商品、情報、

金などがこれ まで以上の加速度をもって目ま

ぐるしく世界中を駆けめぐるようになってい

る。本稿で扱ったホピのジュエリーもこうした

グローバリゼーションの煽 りを受け、ホピ保留

地や合衆国南西部に留まらずより広範 な市場

に迅速なスピー ドで流通するようになっている。

その結果、商品として作品を制作するホピの

作家にとって、販路の拡大と収入の増加 とい

う肯定的な側面 をもたらした。 しか し、同時

に彼 らの民族集団名や特定作家名を詐称する

「模倣品」の流通も行われるようになってきた。

　 こうした民族芸術の模倣に関わる問題はホ

ピだけにみ られる問題ではなく、オース トラ

リアのアボリジニや北欧のサー ミ、カナ ダ ・

イヌイッ トなどのアー トの模倣 問題 はすで

に日本語で報告されている(齋 藤1993;葛 野

1996;久 保2003)。 民族芸術作品を対象 とし

た模倣行為 に特徴的なのは、著作権をはじめ

とする近代法体系における個人的権利が、第

三者によって侵害され経済的利益が収奪され
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ることに加え、伝統や文化 といった民族集団

としての集合的権利が彼 らの知 り得ないとこ

ろで、そ して彼 らの許可無 く 「正統な」 もの

として騙 られることに収敏する。 もちろん洋

の東西を問わず著名作家作品の贋作問題 とい

う模倣行為がこれまでに多々世間を賑わせて

きた。そしてホピ作家間での模倣事例で紹介

したように一般的に芸術分野において模写 ・

模刻 といった 「模倣」行為は先人の技術を後

進が習得するための有効な行為 とみなされて

いる。また、被破壊性や展示による不慮の破

損や欠損を考慮 し博物館などが一般展示用に

代用品として用いるレプリカも、オリジナル作

品に対する 「模倣品」である。さらに芸術分

野にはその他にもマルティプルやパスティッシ

ュなどの様々な用語が 「模倣」行為の文脈に

即 して使用されている(注9)。 繰 り返 しにな

るが本稿で紹介 してきた事例がそれら 「模倣」

行為と異なるのは、作家が属す(成 員登録 し

た)特 定の民族集団名を 「偽称」する行為が

問題 となっているためである。

　 ただし、この様 な情報のグローバル化や文

化の異種混交性 は必ずしもホピの作家に悲観

的な結果だけをもたらすわけではないだろう。

飛び交う情報は作家にとって新たな表現形態

をもたらすアイデアの源泉になるかも知れない。

また、作家やホピ ・トライバル政府にとってよ

り効果的な模倣品問題対応手段 も、類似する

問題を抱える他の民族集団との意見交流や国

外市場の動向を把握す ることで新たな展開を

みせる可能性を秘めている。少数民族や先住

民族の権利が促進されつつある現代において、

彼 ら自身がグローバルに展開する民族芸術 の

諸種の権利と市場管理に関するイニシアチブ

を求める主張は、今後 さらに声高に発せられ

ていくだろう。
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